
令和４年度 事業計画 
 

Ⅰ 基本方針 

 

我が国の総人口（令和３年９月推計）は、前年に比べ５１万人が減少する中で、65歳以

上の高齢者人口は、3,640 万人と、前年（3,618 万人）に比べ 65 万人増加し、過去最多と

なっております。総人口に占める高齢化率は 29.1％と、前年（28.8％）に比べ 0.3ポイン

ト上昇し、過去最高であり、世界で最も高い割合となっております。 

また、茨城県に目を向けてみると高齢者人口は 85 万人を超え、高齢化率は 30.4％とな

っており、やはり過去最高で、高齢化が着々と進んでいる状況となっております。 

このように少子高齢化が急速に進展する中で、全国的に人手不足問題が課題となってお

り、健康で働く意欲のある高齢者の力添えが極めて有効な解決策の一つとなっております。 

地域の多様な就業意欲を持つ高齢者を、シルバー人材センターに関する周知や広報によ

り、目標とする「会員の増強増員」として確保し、就業に必要な技能講習などを通じて「地

域社会への貢献」「安全・適正就業」に繋げていくセンター事業は、今後も益々重要な役割

を担っております。 

基本理念である「自主・自立・共働・共助」のもと、会員同士が楽しく、助け合いながら

働き、市民からも親しまれ、活力あるセンターを目指して、次に掲げる重点事業に向けて

取り組み、各関係機関と連携を図り地域に根ざしたセンターの確立を進めてまいります。 

 

［重点事業］ 

１ 就業開拓提供事業 

２ 研修・講習事業 

３ 普及啓発事業 

４ 安全・適正就業推進事業 

５ ボランティア活動等の充実による社会参加の推進 

 

Ⅱ 事業実施計画 

 

１ 就業開拓提供事業  

就業ニーズや地域ニーズの把握に努め、就業機会の拡大に努めます。  

① 就業機会の開拓・確保を図るため、公共団体・民間事業所・一般家庭等への 

ＰＲ活動を行います。 

② 会員の経験や技術を活かした就業先の開拓や提供に努めます。 

③ 会員と連携し新たな就業先及び会員の獲得に努めます。 

④ 職群班・地域班体制の充実・強化に努めます。 

 

２ 調査研究事業 

会員の就業機会の増加や質の向上に向け、地域ニーズの分析に努めます。 

① 会員の現況や地域ニーズを把握することにより、需要とマッチングに努めます。 

② 受注拡大に向けた各種調査等を実施します。 



３ 相談事業 

一般の高齢者に対し、センターの仕組みや活動を理解していただくとともに、就業 

を含む様々な相談に対応します。 

① 毎月 1 回の入会説明会を開催します。 

② 未就業会員に対する就業相談等を行い就業率の向上を図ります。 

  

４ 研修・講習事業 

会員の技術等の向上を支援するため、講習会の開催や紹介をするとともに、 

役職員向けの研修会へ参加します。 

① 技術向上や新たな人材育成のための講習会を開催するとともに、県シ連等主催 

の講習会への参加を促します。 

② 役職員に対する研修会に参加し、センター運営の充実・強化に努めます。 

 

５ 普及啓発事業 

シルバー人材センターの魅力の発信と、ボランティア活動による社会貢献に努め 

ます。 

① イベント等に参加し、センターのＰＲと市民とのふれあいを図ります。 

② 市広報等を活用し効率的・効果的なＰＲ活動を行います。また、公共施設等へ 

会報・チラシ等の配布を行い普及啓発に努めます。 

③ センターホームページの適切な運用管理を行います。 

④ 全会員を対象としたボランティア活動を実施します。 

 

６ 安全・適正就業推進事業 

安全を最優先課題とし、事故防止強化と健康管理を図るとともに、法令等に基づく 

適正な請負・委任業務、派遣業務の推進に努めます。 

① 会員の安全意識の啓発と事故防止を図るため、安全就業委員会を毎月開催する

とともに、就業現場巡回による安全・適正就業指導、機械器具等の整備、点検

を随時実施します。 

② 会員の健康管理を推進するため、衛生委員会を開催し、各種講座等の開催及び

健康診断の受診を奨励します。 

③ 法令等を遵守した適正就業に努めます。 

④ 派遣事業による就業を推進します。 

 

７ 組織活動・事務局体制について 

各種研修会や会議等を通じ情報交換や協議を行い、関係団体等と連携し、役職員の 

資質向上を図ります。 

①  定款に基づく定時総会、理事会の開催と監査を実施します。 

②  役職員に対する各種研修会等への参加を行い、資質向上を図ります。 

③  会員目線に立ち、会員に信頼される事務局運営に努めます。 


